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令和７年度第３回生駒市介護保険運営協議会 

会議録 

 

開 催 日 時 令和８年２月６日（金） 午後３時～午後４時 

開 催 場 所 生駒市コミュニティセンター ４０２・４０３会議室 

出 席 者 

（ 委 員 ） 

川井委員、高取委員、萩原委員、辻村委員、林委員、萩原委員、藤田委員 

藤尾委員、日野委員、辻中委員、竹田委員、奥本委員、中島委員 

欠 席 者 １名欠席／１４名 

事 務 局 

福祉部：後藤部長 

介護保険課：上野課長、門脇 

地域包括ケア推進課：秋永課長、斎藤課長補佐、黒松係長 

地域医療課：知浦課長 

案 件 

(1) 高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画の取組状況について（報告） 

(2) 地域密着型サービス事業所の新規指定について（諮問） 

(3) 地域包括支援センターについて 

① 介護予防支援業務の再委託先事業所について（諮問） 

②令和７年度運営状況について（報告） 

 

 

 

【資料1】重点施策ロードマップ 

【資料2】各章ごとの重点施策の取組状況 

【資料3】諮問書 

【資料4】地域密着型サービス事業所の新規指定について 

【資料5】諮問書 

【資料6】介護予防支援及び第一号介護予防支援事業の再委託先一覧表(新規追加分) 

【資料7】地域包括支援センターの令和7年度運営状況について 
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議 事 の 経 過 

発 言 者 発 言 等 内 容 

 

 

 

会長 

 
 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

１．開会 

 

２．会議の公開・非公開について 

本日の会議案件には法人・個人情報を含まないことから公開とすることを確認 

（異議なし） 
 

傍聴者なし  

 

３．審査等事項 

(1) 高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画の取組状況について（報告） 

（介護保険課から報告） 

 

ご意見、ご質問ございませんか。 

（質疑なし） 

本件は報告として聞きおくこととします。 

 

(3) 地域密着型サービス事業所の新規指定について（諮問） 

（介護保険課から説明） 

 

ご意見、ご質問ございませんか。 

 

定期巡回の応募が３事業者あったということで、どういう理由で選定されたのか

教えていただきたい。 

 

選定にあたっては、審査委員による平均点の6割を最低基準点と定め、それを下

回る提案は審査の対象外としていましたが、3法人ともその基準は超えており、そ

のうえで審査項目である施設運営の理念ですとか、法人の適格性、施設運営の確実

性といったところの項目で評価し、一番点数の高かった医療法人和幸会が選定され

ました。 

応募された事業者は、医療法人和幸会のほか、ひとつが株式会社でひとつが社

会福祉法人でした。 

 

法人格が大きく、人材確保の面で手厚く人を配置できるという判断もあった。 

 

重要なことなので、法人名は伏せたうえで、どの項目が何点だったのか、資料を

出してほしかった。 
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事務局 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

生駒市のHPに掲載している選定結果報告書の資料を配布 

 審査の各項目と点数を説明 

 

他にご意見、ご質問ございませんか。 

（質疑なし） 

 

本件諮問事項について承認することでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

答申内容については、当協議会を代表し会長の私が事務局と調整し市長に提出す

ることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

(4) 地域包括支援センターについて 

① 介護予防支援業務の再委託先事業所について（諮問） 

（介護保険課から報告） 

 

ご意見、ご質問ございませんか。 

（質疑なし） 

 

本件諮問事項について承認することでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

答申内容については、当協議会を代表し会長の私が事務局と調整し市長に提出す

ることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

② 令和７年度運営状況について（報告） 

（地域包括ケア推進課から説明） 

 

 ご意見、ご質問ございませんか。 

 

ケア会議が令和7年度かなり減っているように思うがその理由は。 

 

令和7年度は12月までの9ヶ月分で、令和5年度などは12ヶ月分になっておりま

す。 
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委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

委員 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

  要支援1、あるいは要支援2の判定を受けた方がこれ以上体の状態が悪化しないよ

うサービスを使いたいと要望しても、包括支援センターで断られるというケースが

よくあると耳にしている。そういったことは実際にあるのか。 

 

基本的には認定をお持ちの方は地域包括支援センターにご相談いただき、ご本人

の希望やセンターのプランに基づき、相談しながら利用サービスを決めていきま

す。「本人の行きたいところへ絶対に行けない」ということではなく、その辺は相

談しながら決めていくことになります。 

 

介護予防サービス、総合事業、住民主体の通いの場といった複数の選択肢が出た

場合に、もし歩いて徒歩圏内で行けるような通いの場で、同じぐらい元気が取り戻

せるようなことが十分期待できるようであれば、住民主体のサービスをおすすめす

る場合もあるということで認識しているが。 

 

その通りです。 

 

住民主体のサービスって何ですか。 

 

例えばサロンとかいきいき体操とか。 

 

他にご意見、ご質問ございませんか。 

（質疑なし） 

 

本件は報告として聞きおくこととします。 

 

 

４．その他 

（介護保険課から説明） 

・令和8年度委員交代年度 

 

閉会 

 


